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平成18年 6月 2日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1781号

１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
の
公
表
（
四
九
四
、
四
九
五
・
農
畜
産

振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
（
四
九
六
・
計
量
検
定
所
）
…
…
…
…
３

◯
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
四
九
七
・
都
市
計
画

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
四
九
八
・
仙
北
地
域

振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
四
九
九
・
平
鹿
地
域
振
興
局
建

設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
北
秋
田
地
域
振
興

局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
４

◯
農
業
委
員
会
の
交
換
分
合
計
画
の
認
可
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

収
用
委
員
会
告
示

◯
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
の
決
定
（
四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

そ
の
他

◯
秋
田
県
知
事
の
委
任
に
係
る
平
成
十
八
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任
者

資
格
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八

年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
一

月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

１
　
安
全
性
に
関
す
る
検
査

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

日
本
配
合
飼
料
株
式
会

社神
奈
川
県
横
浜
市

収
去
場
所

横
手
市

Ｊ
Ａ
お
も
の
が
わ

羽
後
町

Ｊ
Ａ
こ
ま
ち
高
瀬

売
店

飼
料
又
は

飼
料
添
加
物

の
区

分

肉
用
牛
繁
殖
用
・
若
令

牛
育
成
用
配
合
飼
料

若
令
牛
育
成
用
配
合
飼

料

飼
料
又
は

飼
料
添
加
物

の
名

称

く
み
あ
い
配
合
飼
料
母

子
兼
用
強
い
き
ず
な

協
同
飼
料
プ
ラ
イ
ム
ビ

ー
フ
前
期

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

1
7年
1
2月

1
7年
1
1月

試
　
　
　
験
　
　
　
項
　
　
　
目

有
害
重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
　
　
動
物
性
飼
料
―
肉
骨
粉

有
害
重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
　
　
動
物
性
飼
料
―
肉
骨
粉

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

無無

注
）
飼
料
の
名
称
欄
中
「
Ｓ
」
は
、
法
第
2
7条
第
１
項
又
は
第
2
9条
第
２
項
若
し
く
は
第
3
0条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

２
　
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

飼
料
の
名
称

く
み
あ
い
配
合
飼
料

母
子
兼
用
強
い
き
ず
な

協
同
飼
料

プ
ラ
イ
ム
ビ
ー
フ
前
期

製
造
事
業
場

等
の
名
称
及

び
所
在
地

北
日
本
く
み
あ
い

飼
料
株
式
会
社
石

巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

日
本
配
合
飼
料
株

式
会
社

神
奈
川
県
横
浜
市

収
去
場
所

横
手
市

Ｊ
Ａ
お
も
の
が

わ羽
後
町

Ｊ
Ａ
こ
ま
ち
高

瀬
売
店

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

1
7年
1
2月

1
7年
1
1月

粗
た
ん

白
質

（
％
）

（
以
上
）

（
1
6
.0
）

1
6
.7

（
1
4
.0
）

1
4
.1

粗
脂
肪

（
％
）

（
以
上
）

（
2
.0
）

3
.6

（
2
.0
）

3
.7

粗
繊
維

（
％
）

（
以
下
）

（
1
5
.0
）

7
.6

（
1
3
.0
）

6
.7

粗
灰
分

（
％
）

（
以
下
）

（
1
0
.0
）

6
.6

（
1
0
.0
）

4
.4

カ
ル
シ

ウ
ム

（
％
）

（
以
上
）

（
0
.8
0
）

1
.1
9

（
0
.6
0
）

0
.7
6

り
　
ん

（
％
）

（
以
上
）

（
0
.3
0
）

0
.6
5

（
0
.3
5
）

0
.4
2

揮
発
性

塩
基
性

窒
　
素

（
％
）

――

水
溶
性

窒
　
素

（
％
）

――

ペ
　
プ

シ
　
ン

消
化
率

（
％
）

――

T
D
N

（
％
）

――

M
E

（
kcal/kg）

――

そ
の
他

の
検
査

――

違
反
の

内
　
容

無無

試
　
　
　
験
　
　
　
結
　
　
　
果
　
　
　
の
　
　
　
概
　
　
　
要

※
上
段
（
）
内
数
字
は
業
者
表
示
値



平成18年 6月 2日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1781号

２

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八

年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
二

月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

母
子
兼
用
強
い
き
ず
な

協
同
飼
料

プ
ラ
イ
ム
ビ
ー
フ
前
期

巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

日
本
配
合
飼
料
株

式
会
社

神
奈
川
県
横
浜
市

わ羽
後
町

Ｊ
Ａ
こ
ま
ち
高

瀬
売
店

17年
12月

17年
11月

（
1
6
.0
）

1
6
.7

（
1
4
.0
）

1
4
.1

（
2
.0
）

3
.6

（
2
.0
）

3
.7

（
1
5
.0
）

7
.6

（
1
3
.0
）

6
.7

（
1
0
.0
）

6
.6

（
1
0
.0
）

4
.4

（
0
.8
0
）

1
.1
9

（
0
.6
0
）

0
.7
6

（
0
.3
0
）

0
.6
5

（
0
.3
5
）

0
.4
2

――

――

――

――

――

――

無無

※
上
段
（
）
内
数
字
は
業
者
表
示
値

１
　
安
全
性
に
関
す
る
検
査

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

中
部
飼
料
株
式
会
社

愛
知
県
知
多
市

中
部
飼
料
株
式
会
社

愛
知
県
知
多
市

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

日
本
配
合
飼
料
株
式
会

社
東
北
支
社
塩
釜
工
場

宮
城
県
塩
釜
市

日
本
農
産
工
業
株
式
会

社神
奈
川
県
横
浜
市

収
去
場
所

大
仙
市

㈱
藤
久
商
店

大
仙
市

㈱
藤
久
商
店

由
利
本
荘
市

Ｊ
Ａ
秋
田
し
ん
せ

い秋
田
市

昭
産
商
事
株
式
会

社
秋
田
支
店

秋
田
市

昭
産
商
事
株
式
会

社
秋
田
支
店

飼
料
又
は

飼
料
添
加
物

の
区

分

若
令
牛
育
成
用
配
合
飼

料乳
牛
用
配
合
飼
料

ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後
期

用
配
合
飼
料

若
令
牛
育
成
用
配
合
飼

料ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後
期

用
配
合
飼
料

飼
料
又
は

飼
料
添
加
物

の
名

称

マ
ル
ナ
カ
印
若
令
牛
育

成
用
飼
育
配
合
飼
料

α
グ
ロ
ア
ー
Ｐ
Ｆ

マ
ル
ナ
カ
印
乳
牛
用
飼

育
配
合
飼
料

α
ゲ
イ
ン
８
０

く
み
あ
い
配
合
飼
料

秋
田
比
内
地
鶏
仕
上

日
配
若
令
牛
育
成
用
配

合
飼
料

そ
よ
風
の
薫
り

ノ
ー
サ
ン
印
ブ
ロ
イ
ラ

ー
肥
育
後
期
用
配
合
飼

料ピ
ュ
ア
ー
Ｍ

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

1
8年
１
月

1
8年
１
月

1
8年
１
月

1
8年
１
月

1
7年
1
0月

試
　
　
　
験
　
　
　
項
　
　
　
目

有
害
重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
　
　
動
物
性
飼
料
―
肉
骨
粉

有
害
重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
　
　
動
物
性
飼
料
―
肉
骨
粉

有
害
重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛

有
害
重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
　
　
動
物
性
飼
料
―
肉
骨
粉

有
害
重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

無無無無無

注
）
飼
料
の
名
称
欄
中
「
Ｓ
」
は
、
法
第
2
7条
第
１
項
又
は
第
2
9条
第
２
項
若
し
く
は
第
3
0条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

２
　
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

飼
料
の
名
称

マ
ル
ナ
カ
印
若
令
牛
育

製
造
事
業
場

等
の
名
称
及

び
所
在
地

中
部
飼
料
株
式
会

収
去
場
所

大
仙
市

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

粗
た
ん

白
質

（
％
）

（
以
上
）

粗
脂
肪

（
％
）

（
以
上
）

粗
繊
維

（
％
）

（
以
下
）

粗
灰
分

（
％
）

（
以
下
）

カ
ル
シ

ウ
ム

（
％
）

（
以
上
）

り
　
ん

（
％
）

（
以
上
）

揮
発
性

塩
基
性

窒
　
素

（
％
）

水
溶
性

窒
　
素

（
％
）

ペ
　
プ

シ
　
ン

消
化
率

（
％
）

T
D
N

（
％
）

M
E

（
kcal/kg）

そ
の
他

の
検
査

違
反
の

内
　
容

試
　
　
　
験
　
　
　
結
　
　
　
果
　
　
　
の
　
　
　
概
　
　
　
要

※
上
段
（
）
内
数
字
は
業
者
表
示
値
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３

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二

十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る

平
成
十
八
年
六
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
検
査
を
行
う
区
域
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
、
期
日
、
時
間
及
び
場

所

二
　
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
行
う
検
査
の
期
日

平
成
十
八
年
七
月
三
日
か
ら
同
月
五
日
ま
で

三
　
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
三
日

以
上
の
受
検
希
望
期
日
を
選
定
し
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成

五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申

請
す
る
こ
と
。

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
施
行
者
の
名
称
　
大
仙
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
曲
都
市
計
画
下
水
道
事
業
　
大
仙
市
公
共
下
水
道
（
大
曲
処
理
区
）

マ
ル
ナ
カ
印
若
令
牛
育

成
用
飼
育
配
合
飼
料

α
グ
ロ
ア
ー
Ｐ
Ｆ

マ
ル
ナ
カ
印
乳
牛
用
飼

育
配
合
飼
料

α
ゲ
イ
ン
８
０

く
み
あ
い
配
合
飼
料

秋
田
比
内
地
鶏
仕
上

日
配
若
令
牛
育
成
用
配

合
飼
料

そ
よ
風
の
薫
り

ノ
ー
サ
ン
印
ブ
ロ
イ
ラ

ー
肥
育
後
期
用
配
合
飼

料ピ
ュ
ア
ー
Ｍ

中
部
飼
料
株
式
会

社愛
知
県
知
多
市

中
部
飼
料
株
式
会

社愛
知
県
知
多
市

北
日
本
く
み
あ
い

飼
料
株
式
会
社
石

巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

日
本
配
合
飼
料
株

式
会
社
東
北
支
社

塩
釜
工
場

宮
城
県
塩
釜
市

日
本
農
産
工
業
株

式
会
社

神
奈
川
県
横
浜
市

大
仙
市

㈱
藤
久
商
店

大
仙
市

㈱
藤
久
商
店

由
利
本
荘
市

Ｊ
Ａ
秋
田
し
ん

せ
い

秋
田
市

昭
産
商
事
株
式

会
社
秋
田
支
店

秋
田
市

昭
産
商
事
株
式

会
社
秋
田
支
店

1
8年
１
月

1
8年
１
月

1
8年
１
月

1
8年
１
月

1
7年
1
0月

（
以
上
）

（
1
4
.0
）

1
5
.3

（
3
0
.0
）

3
1
.7

（
1
5
.0
）

1
5
.8

（
1
6
.0
）

1
5
.5

（
1
8
.0
）

1
8
.6

（
以
上
）

（
2
.0
）

3
.0

（
8
.0
）

1
0
.5

（
2
.0
）

4
.0

（
1
.5
）

2
.8

（
4
.5
）

8
.4

（
以
下
）

（
1
3
.0
）

7
.6

（
1
0
.0
）

6
.9

（
5
.0
）

3
.8

（
1
0
.0
）

4
.9

（
5
.0
）

3
.1

（
以
下
）

（
1
0
.0
）

5
.5

（
8
.0
）

6
.6

（
1
0
.0
）

4
.6

（
1
0
.0
）

5
.2

（
8
.0
）

5
.0

（
以
上
）

（
0
.6
0
）

1
.0
3

（
0
.7
0
）

1
.2
2

（
0
.8
0
）

0
.9
2

（
0
.4
0
）

0
.8
8

（
0
.6
0
）

1
.2
5

（
以
上
）

（
0
.4
0
）

0
.4
7

（
0
.6
0
）

0
.7
1

（
0
.6
0
）

0
.6
6

（
0
.3
0
）

0
.6
5

（
0
.5
5
）

0
.6
5

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

無無無

粗
た
ん
白

質
不
足無

※
上
段
（
）
内
数
字
は
業
者
表
示
値

検
査
区
域

検
査
対
象

特
定
計
量
器

検
査
期
日

検
査
時
間

検
査
場
所

大
仙
市

非
自
動
は
か

り
及
び
分
銅

等

平
成
十
八
年

七
月
三
日

平
成
十
八
年

七
月
四
日

午
後
一
時

か
ら

午
後
四
時

ま
で

午
前
十
時

か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時

か
ら

午
後
四
時

ま
で

大
仙
市
大
曲
体

育
館

大
仙
市

非
自
動
は
か

り
及
び
分
銅

等

平
成
十
八
年

七
月
四
日

平
成
十
八
年

七
月
五
日

正
午
ま
で

午
後
一
時

か
ら

午
後
四
時

ま
で

午
前
十
時

か
ら

正
午
ま
で

大
仙
市
大
曲
体

育
館
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三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
七
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

（一）

収
用
の
部
分

昭
和
五
十
七
年
秋
田
県
告
示
第
百
六
十
九
号
、
昭
和
六
十
三
年
秋
田

県
告
示
第
百
八
十
五
号
、
平
成
三
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
、

平
成
十
年
秋
田
県
告
示
第
百
九
十
二
号
、
平
成
十
三
年
秋
田
県
告
示
第

五
百
九
十
七
号
、
平
成
十
六
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号
及
び
第

八
百
六
号
並
び
に
平
成
十
七
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号
の
事
業

地
を
追
加
及
び
変
更
す
る
。

（二）

使
用
の
部
分

な
し

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
十
六
年
五
月
七
日
付
け
指
令
平
建
‐
六
百
四
‐
五
で
許
可
し

た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
前
郷
字
下
三
枚
橋
二
百
六
十
九
番
地

横
手
市
長
　
五
十
嵐
　
忠
　
悦

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

横
手
市
平
鹿
町
醍
醐
字
上
醍
醐
四
十
三
番
十
、
四
十
三
番
十
一
、
四
十

三
番
二
十
、
字
醍
醐
東
十
六
番
一
、
十
七
番
一
、
十
八
番
一
、
十
九
番
一
、

字
大
橋
四
十
三
番
二
、
五
十
五
番
三
、
五
十
五
番
四
、
五
十
六
番
一
、
五

十
六
番
二
、
五
十
七
番
、
五
十
九
番
一
、
五
十
九
番
三
、
五
十
九
番
四
、

六
十
番
一
、
字
下
狐
淵
三
十
二
番
二
及
び
三
十
三
番
二

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
館
市
真
中
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退

任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
館
市
櫃
崎
字
上
宅
地
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
久
美

〃
　
　
赤
石
字
大
道
添
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
賀
谷
　
久

大
館
市
板
沢
字
乙
上
野
十
三
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
富
樫
　
　
健

〃
　
　
櫃
崎
字
大
堀
宅
地
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
久
男

〃
　
　
〃
　
字
沢
頭
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
真
一

〃
　
　
〃
　
字
上
野
道
上
百
十
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
　
博

〃
　
　
〃
　
字
高
戸
屋
宅
地
四
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
峯
男

〃
　
　
板
沢
字
屋
布
七
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
樫
　
　
剛

〃
　
　
〃
　
〃
　
　
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
戸
谷
　
功

〃
　
　
赤
石
字
屋
布
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
地
　
幸
夫

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
館
市
櫃
崎
字
上
宅
地
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
久
美

〃
　
　
赤
石
字
大
道
添
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
賀
谷
　
久

〃
　
　
板
沢
字
屋
布
七
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
樫
　
英
悦

〃
　
　
櫃
崎
字
大
堀
宅
地
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
久
男

〃
　
　
〃
　
字
沢
頭
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
真
一

〃
　
　
〃
　
字
上
野
道
上
百
十
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
　
博

〃
　
　
〃
　
字
高
戸
屋
宅
地
四
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
峯
男

〃
　
　
赤
石
字
屋
布
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
地
　
幸
夫

〃
　
　
板
沢
字
屋
布
七
十
九
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
富
樫
　
久
男

〃
　
　
〃
　
〃
　
　
六
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
　
博

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
館
市
出
川
字
上
野
三
十
一
番
地
六
　
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
助
司

〃
　
　
板
沢
字
屋
布
七
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
樫
　
英
悦

〃
　
　
櫃
崎
字
大
堀
宅
地
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
正
治

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
館
市
出
川
字
上
野
三
十
一
番
地
六
　
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
助
司

〃
　
　
櫃
崎
字
大
堀
宅
地
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
虻
川
　
正
治

〃
　
　
板
沢
字
屋
布
八
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
樫
　
文
則

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
南
秋
田
郡
真
崎
堰
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款

変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
八
条
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
、
美
郷
町
農
業
委
員
会
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
堀
板
地
区
交

換
分
合
計
画
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
収
用
委
員
会
告
示
第
四
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
日秋

田
県
収
用
委
員
会
会
長
　
豊
　
口
　
祐
　
一
　

一
　
起
業
者
の
名
称

秋
田
市
　
代
表
者
　
秋
田
市
長
　
佐
　
竹
　
敬
　
久

二
　
事
業
の
種
類

市
道
飯
島
金
足
線
（
飯
島
工
区
）
道
路
新
設
工
事
及
び
こ
れ
に
伴
う
農

業
用
道
路
付
替
工
事

三
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積

（
別
紙
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
な
お
、
別
紙
図
の
登
載
は
省
略
し
、
そ

の
図
面
は
建
設
交
通
部
建
設
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

四
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

不
明
。

た
だ
し
、

神
馬
　
久
助

秋
田
県
秋
田
市
下
新
城
笠
岡
字
笠
岡
一
五
番
地

又
は
、
土
地
登
記
簿
表
題
部
所
有
者
欄
の
名
義
人
　
宇
佐
美
　
久
助

住
所
不
明

五
　
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利

の
種
類

な
し

六
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
日

公
　
　
　
　
　
　
告

収

用

委

員

会

告

示

土
地
の
所
在

秋
田
県
秋
田
市

下
新
城
笠
岡
字

島
下
り

地
　
番

七
　
番

公
　
　
簿

畑

現
　
　
況

雑
種
地

地
　
　
　
　
　
　
目

登
記
簿
上

九
五

実
　
　
測

一
七
六
・
四
〇

収
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
面

積
　
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

四
七
・
六
六

地
　
　
積
　
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）
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平
成
十
八
年
五
月
二
十
四
日

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
秋
田
県
知
事
の
委
任
に
係
る
平
成
十
八
年
度
宅

地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
日

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
理
事
長
　
三
　
澤
　
　
　
眞

一
　
試
験
の
日
時

平
成
十
八
年
十
月
十
五
日
（
日
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

た
だ
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国

土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
講
習
を
受
講
し
修
了
試
験
に
合

格
し
た
者
で
、
試
験
の
一
部
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
宅
地
建
物
取

引
業
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
第
六
号
に
い
う
登
録
講
習
修
了
者
。
以
下

「
登
録
講
習
修
了
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
午
後
一
時
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

二
　
試
験
の
場
所

受
験
申
込
み
受
付
の
際
、
指
定
す
る
。

三
　
試
験
の
内
容

お
お
む
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

（一）

土
地
の
形
質
、
地
積
、
地
目
及
び
種
別
並
び
に
建
物
の
形
質
、
構
造

及
び
種
別
に
関
す
る
こ
と
。

（二）

土
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
権
利
及
び
権
利
の
変
動
に
関
す
る
法
令

に
関
す
る
こ
と
。

（三）

土
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
法
令
上
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

（四）

宅
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
税
に
関
す
る
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

（五）

宅
地
及
び
建
物
の
需
給
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
関
す
る
こ
と
。

（六）

宅
地
及
び
建
物
の
価
格
の
評
定
に
関
す
る
こ
と
。

（七）

宅
地
建
物
取
引
業
法
及
び
同
法
の
関
係
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
登
録
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
前
記
（一）
及
び
（五）
に
掲
げ

る
事
項
に
関
す
る
問
題
を
免
除
す
る
。

な
お
、
出
題
す
る
法
令
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
に
お

い
て
施
行
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
る
。

四
　
試
験
の
方
法
及
び
出
題
数

（一）

方
法
　
四
肢
択
一
式
の
筆
記
試
験
に
よ
る
。

（二）

出
題
数
　
五
十
問

た
だ
し
、
登
録
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
四
十
五
問
と
す
る
。

五
　
受
験
申
込
み

（一）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み

ア
　
試
験
案
内
の
掲
載

期
間

平
成
十
八
年
七
月
三
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
火
）
ま

で
場
所

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（ht

tp://w
w
w
.retio.or.jp

）

イ
　
申
込
期
間

平
成
十
八
年
七
月
三
日
（
月
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
同
月
十
八

日
（
火
）
午
後
九
時
五
十
九
分
ま
で

ウ
　
申
込
方
法

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
（http://

w
w
w
.retio.or.jp

）
に
ア
ク
セ
ス
し
、
受
験
申
込
画
面
に
お
い
て

必
要
な
事
項
（
登
録
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
登
録
講
習
修
了

者
証
明
書
（
登
録
講
習
修
了
試
験
合
格
年
月
日
が
試
験
実
施
日
前

三
年
以
内
の
も
の
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
登
録
講
習
機
関
の
登
録

番
号
及
び
修
了
番
号
を
含
む
）
を
入
力
す
る
。

写
真
フ
ァ
イ
ル
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
撮
影
し
た
上

半
身
、
無
帽
、
正
面
向
き
、
無
背
景
でJPE

G

形
式
の
も
の
）
を

添
付
す
る
。

エ
　
受
験
手
数
料

額七
千
円

納
付
方
法

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
が
指
定
し
た
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
に
よ
り
又
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
よ
り
納
入
す
る

こ
と
。

な
お
、
事
務
手
数
料
は
、
本
人
の
負
担
と
す
る
。

（二）

郵
送
に
よ
る
申
込
み

ア
　
試
験
案
内
及
び
受
験
申
込
書
の
交
付

期
間

平
成
十
八
年
七
月
三
日
（
月
）
か
ら
同
月
三
十
一
（
月
）
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
）

場
所

社
団
法
人
秋
田
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
本
部
及
び
同
協
会
各

支
部
、
秋
田
県
建
設
交
通
部
建
築
住
宅
課
及
び
各
地
域
振
興
局
建

設
部
建
築
課

イ
　
受
験
申
込
書
の
受
付
期
間

平
成
十
八
年
七
月
三
日
（
月
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
月
）
ま
で

の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

ウ
　
受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

受
験
申
込
書
（
五
（二）
エ
　
に
よ
り
納
付
し
た
受
験
手
数
料
に
係

る
受
験
手
数
料
納
入
済
を
証
す
る
郵
便
振
替
払
込
受
付
証
明
書
を

は
っ
た
も
の
）

写
真
一
枚
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
撮
影
し
た
上
半
身
、

無
帽
、
正
面
向
き
、
無
背
景
の
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
の
大
き
さ
の
も
の
）

登
録
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
前
記
　
及
び
　
に
加
え
て
登

録
講
習
修
了
者
証
明
書
（
登
録
講
習
修
了
試
験
合
格
年
月
日
が
試

験
実
施
日
前
三
年
以
内
の
も
の
）

エ
　
受
験
手
数
料

額七
千
円

納
付
方
法

受
験
申
込
み
前
に
、
所
定
の
郵
便
振
替
用
紙
に
よ
り
、
郵
便
局

又
は
財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
が
指
定
す
る
銀
行
預

金
口
座
に
払
い
込
む
こ
と
。

な
お
、
払
込
手
数
料
は
、
本
人
の
負
担
と
す
る
。

オ
　
郵
送
先
及
び
郵
送
方
法

社
団
法
人
秋
田
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
あ
て
、
簡
易
書
留
郵
便

又
は
配
達
記
録
郵
便
で
申
し
込
む
こ
と
。

六
　
合
格
者
の
発
表

（一）

発
表
の
期
日

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
（
水
）

（二）

発
表
の
方
法

社
団
法
人
秋
田
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
に
合
格
者
名
を
掲
示
し
、

及
び
秋
田
県
公
報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
は
合
格
証
書
を

送
付
す
る
。

七
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

社
団
法
人
秋
田
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
五
―

一
六
七
一
）

そ
　
　
の
　
　
他

（ア）（イ）（ア）（イ）（ア）（イ）（ア）（イ）

（ア）

（イ）

（ア）（イ） （ウ） （イ）

（ア）

（イ）
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